
証券コード　3396
平成29年５月12日

株 主 各 位
神 戸 市 中 央 区 浪 花 町 5 9 番 地

株 式 会 社 フ ェ リ シ モ
代表取締役社長 矢 崎 和 彦

第52期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。

　さて、当社第52期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの

で、ご出席くださいますようご案内申しあげます。
　なお、当日ご出席いただけない場合は、書面によって議決権を行使
いただくことができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類
をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表
示いただき、平成29年５月29日（月曜日）午後５時までに到着するよ
うご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成29年５月30日（火曜日）午前10時
２．場 所 神戸市須磨区弥栄台二丁目７番地

エスパスフェリシモホール
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第52期（平成28年３月１日から平成29年２月28日まで）事

業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び
監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第52期（平成28年３月１日から平成29年２月28日まで）計
算書類の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動

型株式報酬の額及び内容決定の件

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申しあげます。

◎本招集ご通知に添付すべき書類のうち、「連結注記表」及び「個別注記表」につきましては、
法令及び当社定款の定めにより、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　
http://www.felissimo.co.jp）に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載し
ておりません。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、上記の
当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

－ 1 －



（添付書類）

事　 業　 報　 告

（平成28年３月１日から
平成29年２月28日まで）

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

当社グループは「しあわせ社会学の確立と実践」という経営理念のもと、

定期便（コレクション）事業を中心とした事業活動を行っております。当連

結会計年度の当社グループの事業活動の背景にあるわが国の経済状況は、景

気に一部改善の遅れも見られながら、全体としては緩やかな回復基調が続い

ていました。個人消費については雇用に改善傾向がある中で、若干の足踏み

状態も見られましたが、総じてみれば持ち直しの動きが続いていました。当

社グループが軸足をおく通信販売業界においては、カテゴリーリーダーが運

営するプラットフォームの成長、ニッチ市場をターゲットにした専門通販の

成長に加え、C2C市場の拡大を背景に、緩やかながら拡大基調を持続させてお

ります。

このような状況の中、当社グループは、主力事業である定期便（コレクシ

ョン）事業の収益力改善と次代を担う新たな事業の育成に取り組んでまいり

ました。

定期便（コレクション）事業では、ファッションアイテムについて、デザ

インを選んでいただける販売スタイルへ転換したことにより、商品購入の利

便性が向上したことから返品率が前期に比べ低減いたしましたが、継続購入

率は前期に比べて低下する結果となりました。新規顧客及び復活顧客の獲得

については、上期では前年同期を下回って推移しておりましたが、Webからの

獲得が好調に推移したことや郵送DMからの受注が改善したことにより下期で

伸長し、通期では前期を若干上回る獲得実績となりました。しかしながら、

定期便（コレクション）事業の年間の延べ顧客数は、期首時点の顧客数が前

期を下回っていたことと、継続購入率が低下したことで、前期を下回ること

となり、これに伴い定期便（コレクション）販売による売上げも減少しまし

た。一方、定期便（コレクション）事業の既存ブランド商品の他社サイトで

の販売については、売上げが伸長いたしました。
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新規事業の分野では、主にファッションブランド「haco!（ハコ）」が順調

に売上げを伸ばしました。

これらの活動の結果、当連結会計年度における当社グループの売上高は、

30,906百万円（前期比 10.7％減）となりました。売上高が減少したことで、

返品調整引当金戻入額及び繰入額調整後の売上総利益は16,203百万円（前期

比 10.8％減）となりました。

販売費及び一般管理費につきましては、顧客数の減少により商品送料等の

出荷関連コストが減少したことと、広告費効率の改善や人件費をはじめ業務

活動全般でコスト削減に取り組んだことにより16,702百万円（前期比 6.6％

減）となりましたが、売上総利益の減少が大きく、営業損失は499百万円（前

期は営業利益275百万円）となりました。

営業外損益では、受取利息等の営業外収益が112百万円に対して為替差損等

の営業外費用が106百万円となり、経常損失は493百万円（前期は経常利益374

百万円）となりました。

また、平成29年４月３日に開示いたしました「特別損失（減損損失）の計

上及び業績予想の修正に関するお知らせ」に記載しましたように、当社の通

信販売事業用の固定資産について、「固定資産の減損に係る会計基準」に基

づき回収可能性を検討した結果、有形固定資産及び無形固定資産について

6,885百万円の減損損失を特別損失に計上いたしました。

この結果、税金等調整前当期純損失は7,495百万円（前期は税金等調整前当

期純利益764百万円）となり、親会社株主に帰属する当期純損失は7,548百万

円（前期は親会社株主に帰属する当期純利益657百万円）となりました。

品目別売上高

品　　　目 金　　　額 前期比（％）

服 飾 ・ 服 飾 雑 貨 （百万円） 21,573 90.5

生 活 関 連 （百万円） 7,889 89.5

そ の 他 （百万円） 1,444 73.5

合    計 （百万円） 30,906 89.3

（注）その他は、品目に分類していない売上げ(新規事業分野の一部の売上げ、複数品目をセッ

トして販売した売上げ、送料売上げ、書店へのカタログ販売等）であります。
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②　設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の総額は490百万

円であります。その主な内容は次のとおりであります。

　イ．当連結会計年度中に完成した主要設備

当社  インターネットを基盤とした販売システム

　　　基幹システム

　ロ．当連結会計年度中において継続中の主要設備の新設、拡充

特記すべき事項はありません。

③　資金調達の状況

　当連結会計年度中に、グループの所要資金として、金融機関より長期借

入金として3,000百万円の調達を実施しました。その他の増資、社債発行等

による資金調達は行っておりません。

④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

特記すべき事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

特記すべき事項はありません。

⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承

継の状況

特記すべき事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状

況

特記すべき事項はありません。
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分
平成25年度

第49期
平成26年度
第50期

平成27年度
第51期

平成28年度
第52期(当期)

売 上 高 (百万円) 40,726 37,703 34,609 30,906

経 常 利 益(△損失) (百万円) 103 △383 374 △493

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 ( △ 損 失 )

(百万円) △35 △1,921 657 △7,548

１株当たり当期純利益(△損失)  (円) △3.55 △194.82 66.69 △980.28

純 資 産 (百万円) 26,556 24,697 24,984 14,899

総 資 産 (百万円) 40,794 38,822 37,401 29,062

１株当たり純資産額   (円) 2,692.49 2,504.05 2,533.19 2,143.91

（注）１株当たり当期純利益（△損失）は期中平均株式総数、１株当たり純資産額は期末発行済

株式総数に基づき算出しております。なお、期中平均株式総数及び期末発行済株式総数は、

いずれも自己株式を除いて計算しております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社との関係

当社は親会社を有しておりません。

②　重要な子会社の状況

会  社  名 資  本  金 議決権比率 主 な 事 業 内 容

株 式 会 社 L O C C O 30百万円 100.00％ 物流事業

（注）平成29年３月１日付で、東京都渋谷区に当社66.7％出資子会社である株式会社ｃｄ．

（資本金10百万円、経営コンサルタント業）を設立いたしました。

(4) 対処すべき課題

当社グループは、平成29年２月期までの実績及び活動の進捗、また当社グ

ループを取り巻く環境変化を踏まえ① 主力事業である定期便（コレクショ

ン）事業の収益力回復、② 成長を担う新規事業の開発と育成を重要な指針と

して全社で共有し経営に取り組んでまいります。

①  主力事業である定期便（コレクション）事業については、「毎月１回の

定期的な顧客との接点を創造する仕組み」から、「常時、継続的な顧客と

の交流を通じて、関係性を育む仕組み」へと「定期便の仕組み」を再構築

し、顧客との継続的な関係性を軸とした独自の事業構造の確立を目指しま

す。
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当事業のコアコンピタンスである「顧客との継続的な関係性」を 大限

に高めることを 重要方針とし、「商品を手にする楽しさ」とコレクショ

ンの特性である「集める楽しさ」、「続ける楽しさ」の価値に加え、新た

に「クラスター化」による共感をベースとした顧客エンゲージメントの創

造に特化したマーケティングを推進してまいります。クラスター化とは、

ブランドコンセプトの背後にある価値観を明示し、その価値観に紐づくコ

レクション、商品、サービスを塊化（かたまりか）することで価値観に共

感する特定顧客セグメントへの価値訴求力を高める方策で、ファッション

事業では「IEDIT（イディット）」、「Live in comfort（リブ イン コン

フォート）」、生活雑貨事業では猫好きの人のための雑貨や食品を企画開

発している「猫部」、コレクション企画事業では手づくり雑貨を企画開発

している「Couturier（クチュリエ）」を先行ブランドとしてクラスター化

を推進してまいります。その重点的な取り組みとしてa. 各クラスターの

価値観を象徴する商品開発、　b. 従来の販売促進型のプロモーションから

時間軸をベースにした「関係育成型コミュニケーション」への移行、　c. 

SNS・Web、リアルの場を活用した顧客との交流機会の創造を行い、クラス

ター単位における特定の顧客セグメントからのブランド認知度を高め、継

続利用率の向上を図り、市場浸透並びに新規顧客の開拓を進めてまいりま

す。更に、当事業の主な顧客層（30歳代～50歳代の女性）とは異なる10歳

代、60歳代に向けた商品・サービスを重点的に開発することで新たな市場

を開拓し、顧客数の拡大を推進してまいります。

以上のような施策を推進する上でその根幹となるのが、顧客視点を中心

としたマーケティング能力です。お客さまからの期待を超える価値を提案

し、社会からより一層の信頼と期待をいただけるよう、今後も各セグメン

ト単位における離反顧客のモニタリング能力、顧客インサイト分析力の向

上を図る等、マーケティング基盤の強化にまい進してまいります。

②  新規事業については、「haco!（ハコ）」事業の育成に加え、当社の顧客

基盤を活用した市場開放型B2B事業、当社のバリューチェーン下にある現有

リソースを活用したB2B、B2C向け物流サービス事業並びにeコマース運用支

援事業の創造を通じて、新事業創造による収益モデルの拡張と現有リソー

スの活用を活性化させることによる経費効率の改善を同時に推進してまい

ります。

また、新規事業で進めるB2B・B2C事業を通じた企業、個人との関係資産

を蓄積・活用し、定期便（コレクション）事業のクラスターの構成（商品・

サービス）の拡充、並びに新たなクラスターの創造に取り組み、主力事業
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と新規事業とのシナジーを高め、環境変化に強い独自の事業構造の構築、

早期の営業黒字化と持続的な利益成長を目指してまいります。

以上により、次期の連結業績見通しにつきましては、売上高30,197百万円

(前期比 2.3％減）、経常利益674百万円、親会社株主に帰属する当期純利益

661百万円の達成を目標とし、利益を確保いたしまして、１株当たり５円の期

末配当ができるように計画しております。

株主の皆さまにおかれましては、今後とも一層のご理解とご支援を賜りま

すようお願い申しあげます。

(5) 主要な事業内容（平成29年２月28日現在）

当社グループは単一セグメントであるため、主たる事業である通信販売事

業について記載しております。

事 業 主 要 商 品

通 信 販 売 事 業
服飾・服飾雑貨（衣料品、身の回り品）、生活関連品（住宅用品、
生活用品、美容健康関連、手芸・余暇関連、食品）等をカタログ、
インターネット等を通じて通信販売しております。

(6) 主要な営業所等（平成29年２月28日現在）

（当社事業所）

事　業　所 所　　在　　地

本社 神戸市中央区浪花町59番地

エスパスフェリシモ（受注・物流センター） 神戸市須磨区

東京オフィス 東京都渋谷区

大阪オフィス 大阪市北区

（子会社の主要な拠点）

子　会　社　名　称 所　　在　　地

株式会社LOCCO 神戸市須磨区
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(7) 使用人の状況（平成29年２月28日現在）

①　企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

386（356）名 7名減（17名減）

（注）使用人数は就業員数であり、パートタイマー及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を

外数で記載しております。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

386（356）名 7名減（17名減） 42歳3ヵ月 16年3ヵ月

（注）使用人数は就業員数であり、パートタイマー及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を

外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（平成29年２月28日現在）

借 入 先 借 入 額

株式会社三井住友銀行 3,000百万円

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成29年２月28日現在）

①　発行可能株式総数 33,427,200株

②　発行済株式の総数 10,043,500株

③　株主数 7,389名

④　大株主（上位10名）

株　　主　　名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 目 神 山 事 務 所 803,200株 11.55％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 360,900株 5.19％

矢 崎 和 彦 299,140株 4.30％

フ ェ リ シ モ 共 創 会 263,500株 3.79％

子 守 康 範 262,640株 3.77％

星 　 美 佐 262,636株 3.77％

子 守 康 輝 262,636株 3.77％

宮 脇 　 恒 246,956株 3.55％

フ ェ リ シ モ 従 業 員 持 株 会 192,444株 2.76％

ゴールドマンサックスインターナショナル 176,200株 2.53％

（注）１．当社は、自己株式3,093,756株を保有しておりますが、上記大株主から除外しており

ます。

２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。
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(3) 会社役員の状況

①　取締役の状況（平成29年２月28日現在）

地 位 氏 名 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 矢　崎　和　彦 新 事 業 開 発 本 部 長

常 務 取 締 役 矢 崎 真 理
ＣＦＶ事業統括本部長
兼 会 員 営 業 部 長

取 締 役 星　　　　　正
コーポレートスタイル
デ ザ イ ン 本 部 長

取 締 役 松　田　克　二 フルフィルメント本部長

取 締 役 松　本　和　子
Ｃ Ｆ Ｖ 事 業 本 部 長
兼ファッション事業部長

取 締 役
(監査等委員・常勤)

村　上　不二男

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

小 林 公 司
公認会計士小林公司事務所

公認会計士
旭化成株式会社 社外監査役

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

浅　田　恒　博

税理士法人a-office
代表社員 税理士

日本税理士会連合会 副会長
近畿税理士会 会長

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

藤 田 清 文

弁護士法人淀屋橋・山上合同
 弁護士

東洋グリーン株式会社 社外取締役
いちごグリーンインフラ投資法人

 監督役員

（注）１．取締役（監査等委員）小林公司氏、浅田恒博氏及び藤田清文氏は、社外取締役であり

ます。また、当該３氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定

し、同取引所に独立役員届出書を提出しております。

　　　２．取締役（監査等委員）小林公司氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計

に関する相当程度の知見を有しております。

　　　３．取締役（監査等委員）浅田恒博氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関

する相当程度の知見を有しております。

４．情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために村上不二男氏

を常勤の監査等委員として選定しております。

５．当社は、平成28年５月26日開催の第51期定時株主総会決議に基づき、同日付で監査等

委員会設置会社に移行しております。これに伴い監査役村上不二男氏、小林公司氏及

び浅田恒博氏の３氏は任期満了により退任し、監査等委員である取締役に就任してお

ります。同様に取締役藤田清文氏は任期満了により退任し、監査等委員である取締役

に就任しております。
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②　当事業年度の末日後における取締役の担当の異動（平成29年３月１日

付）

地 　 位 氏 　 名 異 動 後 異 動 前

常 務 取 締 役 矢 　 崎 　 真 　 理
クラスター統括本部長
兼 クラスターＭＣ本部長

ＣＦＶ事業統括本部長
兼  会 員 営 業 部 長

取 締 役 松 本 和 子
クラスター開発本部長
兼 ファッション事業部長

Ｃ Ｆ Ｖ 事 業 本 部 長
兼 ファッション事業部長

③　取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

区 分 員 数 支 給 額

取締役（監査等委員を除く）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

６名
（１名）

133百万円
（０百万円）

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

４名
（３名）

18百万円
（７百万円）

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

３名
（２名）

５百万円
（１百万円）

合    計 ９名 157百万円

（注）１．合計欄は、実際の支給人数を記載しております。

２．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

３．取締役の報酬限度額は、平成28年５月26日開催の第51期定時株主総会において、取締

役（監査等委員を除く）について年額300百万円以内（ただし、使用人分給与は含まな

い）、取締役（監査等委員）について年額40百万円以内と決議いただいております。

４．監査等委員会設置会社移行前の取締役の報酬限度額は、平成16年５月31日開催の第39

期定時株主総会において年額300百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない）と決

議いただいております。また、監査役の報酬限度額は、平成14年８月１日開催の臨時

株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。

５．業績の低迷を受け、経営責任を明確にするため、平成28年11月から平成29年２月まで、

次のとおり報酬の減額を実施しております。

　　・代表取締役社長　　　　　　　月額報酬の20％を減額

　　・取締役（監査等委員を除く）　月額報酬の10％を減額

　　なお、常勤の監査等委員である取締役より同対象期間における月額報酬の10％の自主

返上の申し入れがありました。
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④　社外役員に関する事項

イ．重要な兼職先と当社との関係

　　各社外取締役の重要な兼職先は、それぞれ次のとおりです。なお、

いずれも当社と各兼職先との間に特別の関係はありません。

重 要 な 兼 職 先

取締役
（監査等委員）

小　林　公　司
公認会計士小林公司事務所　公認会計士
旭化成株式会社　監査役

取締役
（監査等委員）

浅　田　恒　博
税理士法人a-office代表社員　税理士
日本税理士会連合会　副会長
近畿税理士会　会長

取締役
（監査等委員）

藤　田　清　文
弁護士法人淀屋橋・山上合同　弁護士
東洋グリーン株式会社　取締役
いちごグリーンインフラ投資法人　監督役員

ロ．主要取引先等特定関係事業者との関係

　　該当事項はありません。

ハ．当事業年度における主な活動状況

活 動 状 況

取締役
（監査等委員）

小　林　公　司

当事業年度に開催された取締役会15回のうち14回に

出席し、また監査役会４回のうち４回に出席いたしま

した。監査等委員会設置会社へ移行後に開催された

監査等委員会10回のうち９回に出席いたしました。

公認会計士としての専門的見地と豊富な経験から、適

宜、必要な発言を行っております。

取締役
（監査等委員）

浅　田　恒　博

当事業年度に開催された取締役会15回のうち14回に

出席し、また監査役会４回のうち４回に出席いたしま

した。監査等委員会設置会社へ移行後に開催された

監査等委員会10回のうち９回に出席いたしました。

税理士としての専門的見地と豊富な経験から、適宜、

必要な発言を行っております。

取締役
（監査等委員）

藤　田　清　文

当事業年度に開催された取締役会15回のうち14回に

出席し、また監査等委員会設置会社へ移行後に開催さ

れた監査等委員会10回のうち10回に出席いたしまし

た。弁護士としての専門的見地と豊富な経験から、適

宜、必要な発言を行っております。

ニ．責任限定契約の内容の概要

　　当社と社外取締役全員は、会社法第427条第１項の規定に基づき、

同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており

ます。

　　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に

定める 低責任限度額であります。
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(4) 会計監査人の状況

①　会計監査人の名称　　　　ＰｗＣあらた有限責任監査法人

 (注) ＰｗＣあらた監査法人は、平成28年７月１日付で有限責任監査法人に移行し、ＰｗＣあ

らた有限責任監査法人となりました。

②　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

・公認会計士法第２条第１項の監査業務の報酬　　          35百万円

・当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額　　  35百万円

 (注) １．会社法監査と金融商品取引法監査の報酬等の額を明確に区分できないため、その合

計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬

見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会

計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③　非監査業務の内容

　該当事項はありません。

④　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必

要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任または

不再任に関する議案の内容を決定いたします。

　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれ

かに該当すると認められる場合に、監査等委員全員の同意に基づき、会計

監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員

は、解任後 初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任し

た旨と解任の理由を報告いたします。

⑤　責任限定契約の内容の概要

　該当事項はありません。

(5) 業務の適正を確保するための体制及びその運用状況

　当社は、取締役会において「内部統制システムの基本方針」について、

以下のとおり決議しております。

①  業務の適正を確保するための基本方針

イ．当社の経営目的は経営理念の実践にあり、経営理念の実践をすべて

の企業活動の根本とする。
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ロ．当社は、しあわせ社会学の確立と実践を経営理念と定め、事業活動

を通じて、永続的発展的なしあわせ社会を創造することを目指す。

ハ．当社は、事業活動を通じてお客さま、従業員、ビジネスパートナー、

株主の皆さま、それぞれの価値の調和をとりながらしあわせ社会価値

を高めることを目指す。

ニ．当社の使命は、しあわせ社会価値の伝播と高次化にあり、その結果

として売上、利益がもたらされ、この使命と結果の順序が重要と考え

る。

ホ．当社は、経営理念の実践をより実効的にするため行動規範（コーポ

レート・スタイル）を制定し、当社グループ内への浸透を図る。

②  取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

イ．当社の取締役は、経営理念に則った価値観に基づく行動を率先垂範

し、当社グループ内へ法令、定款及び企業倫理の遵守の徹底を図る。

ロ．当社は、監査等委員である社外取締役を委員として含むコンプライ

アンス委員会を設置し、当社グループ全体のコンプライアンス体制の

維持発展を行う。

ハ．当社は、コンプライアンス相談窓口を設置し、法令、定款及び社内

規程等に違反する事実やそのおそれがある行為を早期に発見し、是正

するための仕組みを構築し、維持する。

ニ．内部監査室は、各部門の業務監査を行い、必要に応じて体制の整備

や改善について代表取締役社長に報告する。

③  取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

イ．当社は、取締役の職務執行に係る情報について、法令、定款及び文

書管理規程に基づき適切に保存及び管理する。

ロ．取締役は、前項の情報をいつでも閲覧することができる。

④  当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社は、当社グループ全体を取り巻くリスクを適切に管理するためリ

スク管理規程を制定し、リスク対応の実効性を高めるためリスク委員会

を設置する。
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⑤  当社及び子会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保する

ための体制

イ．取締役の職務執行を効率的に行うため、取締役会を原則として毎月

開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、経営上の重要事項につい

て機動的な意思決定を行う。

ロ．取締役は、取締役会で決定した経営方針及び事業計画に基づき効率

的な職務執行を行い、その進捗状況を適宜に取締役会に報告する。

ハ．職務権限に関する規程を定め、取締役の職務執行の効率化を図る。

⑥  当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

イ．当社は、関係会社管理規程に基づき、関係会社管理の方針と体制を

定め、当社グループ全体の業務の円滑化と管理の適正化を図る。

ロ．当社取締役会は、定期的に関係会社の経営成績及び財政状態等につ

いて担当取締役より報告を受け、継続的に管理体制の改善及び向上に

努める。

ハ．内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人と連携し、定期的に関

係会社の監査を実施する。

⑦  監査等委員会を補助すべき使用人に関する事項

イ．当社は、監査等委員会がその職務を補助すべきスタッフを置くこと

を求めた場合、必要な人員を配置する。

ロ．監査等委員会を補助するスタッフの人事評価、人事異動、懲戒処分

等については、監査等委員会の同意を得るものとし、当該スタッフに

対する指揮命令は、原則として常勤の監査等委員が行うものとする。

⑧  当社及び子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための

体制

イ．当社及び子会社の取締役及び従業員は、当社グループに重大な損害

を与える事項や重大な法令・定款違反行為または不正行為を発見した

ときは、速やかに当社監査等委員会に報告する。

ロ．当社監査等委員会は、必要に応じて業務執行に関する報告、説明ま

たは関係資料の提出を当社及び子会社の取締役及び従業員に求めるこ

とができる。
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ハ．当社は、前２項に従い監査等委員会に報告を行った者が、当該報告

をしたことを理由として不利な取扱いを受けないように必要な措置を

講ずるものとする。

⑨  当社の監査等委員の職務執行について生じる費用または債務の処理にか

かる方針に関する事項

イ．監査等委員の職務の執行上必要と認められる費用について、その前

払等の請求があるときは、当該請求が適正でない場合を除き、速やか

にこれに応じることとする。

ロ．監査等委員が職務執行に必要であると判断した場合、弁護士、公認

会計士等の専門家に意見・アドバイスを依頼するなどの費用は、監査

費用として認める。

⑩  その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体

制

イ．監査等委員会は、役員（代表取締役、業務執行担当取締役、執行役

員）と定期的なミーティングを開催し、適切な意思疎通を行い、効果

的な監査業務の遂行を図る。

ロ．監査等委員会は、取締役会のほか重要と思われる会議に出席し、事

業活動における重要な決定や職務の執行状況について役員（代表取締

役、業務執行担当取締役、執行役員）及び従業員に対して説明を求め

ることができる。

　当社では、上記の基本方針に基づいて、体制の整備とその適切な運用に努

めております。当事業年度における運用状況の概要は次のとおりであります。

コンプライアンスに対する取組み状況

　取締役及び総務部門が中心となり、経営理念及び行動規範の周知と浸透を

図るとともに、法務部門が業務に関連する法令順守のための社内研修及び連

絡会を実施いたしました。また、社内外に設置しておりますコンプライアン

ス相談窓口につきましても社内に周知し、その活用を図っております。

損失の危険の管理に対する取組み状況

　リスク管理規程に基づき、想定されるリスクを抽出・評価し、定期的にリ

スク委員会を開催しリスク管理活動のモニタリングを実施いたしました。
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職務執行の効率性及び適正の確保に対する取組み状況

　毎月定期的に開催する取締役会及び幹部社員をメンバーとする定例会議に

おいて、月次業績の分析、評価及び今後の対策の検討を行ったほか、業務執

行担当取締役及び執行役員の業務の執行状況等につきましても報告が行われ

ました。

監査等委員会による監査の実効性の確保に対する取組み状況

　監査等委員全員が取締役会に出席するほか、常勤の監査等委員がその他の

社内重要会議へ出席し、取締役等から業績、経営計画等に関する報告を受け

ております。また、監査等委員会は代表取締役、業務執行担当取締役、執行

役員、会計監査人、内部監査室等と定期的なミーティングを開催し、適切な

意思疎通を行い、効果的な監査業務の遂行を図りました。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成29年２月28日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

信 託 受 益 権

商 品

貯 蔵 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工 具 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

そ の 他

27,343

19,385

2,785

544

4,151

65

449

△38

1,718

1,291

0

0

0

1,291

0

0

1

1

425

168

257

流 動 負 債 7,720

支払手形及び買掛金 1,549

電 子 記 録 債 務 1,392

支 払 信 託 2,670

未 払 金 1,111

リ ー ス 債 務 42

未 払 法 人 税 等 17

未 払 消 費 税 等 74

繰 延 税 金 負 債 4

売 上 値 引 引 当 金 10

返 品 調 整 引 当 金 125

販 売 促 進 引 当 金 219

賞 与 引 当 金 150

そ の 他 351

固 定 負 債 6,442

長 期 借 入 金 3,000

リ ー ス 債 務 40

繰 延 税 金 負 債 6

退職給付に係る負債 3,080

資 産 除 去 債 務 26

そ の 他 288

負 債 合 計 14,162

純 資 産 の 部

株 主 資 本 15,135

資 本 金 1,868

資 本 剰 余 金 4,842

利 益 剰 余 金 11,457

自 己 株 式 △3,033

その他の包括利益累計額 △235

その他有価証券評価差額金 13

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 10

退職給付に係る調整累計額 △259

純 資 産 合 計 14,899

資 産 合 計 29,062 負 債 及 び 純 資 産 合 計 29,062

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（平成28年３月１日から
平成29年２月28日まで）

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 30,906

売 上 原 価 14,658

売 上 総 利 益 16,248

返 品 調 整 引 当 金 戻 入 額 80

返 品 調 整 引 当 金 繰 入 額 125

差 引 売 上 総 利 益 16,203

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 16,702

営 業 損 失 499

営 業 外 収 益

受 取 利 息 22

受 取 家 賃 21

受 取 補 償 金 10

預 り 金 精 算 益 9

信 託 受 益 権 運 用 益 8

そ の 他 40 112

営 業 外 費 用

支 払 利 息 0

為 替 差 損 81

自 己 株 式 取 得 費 用 22

そ の 他 0 106

経 常 損 失 493

特 別 損 失

減 損 損 失 6,885

固 定 資 産 除 却 損 4

投 資 有 価 証 券 評 価 損 6

関 係 会 社 清 算 損 96

賃 貸 借 契 約 解 約 損 8 7,001

税金等調整前当期純損失 7,495

法人税、住民税及び事業税 10

法 人 税 等 調 整 額 42 52

当 期 純 損 失 7,548

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 損 失 7,548

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（平成28年３月１日から
平成29年２月28日まで）

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,868 4,842 19,055 △385 25,380

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △49 △49

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 （ △ ）

△7,548 △7,548

自己株式の取得 △2,648 △2,648

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － △7,597 △2,648 △10,245

当 期 末 残 高 1,868 4,842 11,457 △3,033 15,135

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

繰延ヘッジ
損 益

為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付
に 係 る
調整累計額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当 期 首 残 高 4 △26 △8 △365 △395 24,984

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △49

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 （ △ ）

△7,548

自己株式の取得 △2,648

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

9 37 8 105 160 160

当 期 変 動 額 合 計 9 37 8 105 160 △10,085

当 期 末 残 高 13 10 － △259 △235 14,899

 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表

（平成29年２月28日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

信 託 受 益 権

商 品

貯 蔵 品

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 前 払 費 用

そ の 他

27,323

19,365

2,785

544

4,151

65

167

281

△38

1,747

1,291

0

0

0

0

0

1,291

0

0

455

168

30

9

247

流 動 負 債 7,719
支 払 手 形 547

電 子 記 録 債 務 1,392

支 払 信 託 2,670

買 掛 金 1,001

リ ー ス 債 務 42

未 払 金 1,111

未 払 費 用 105

未 払 法 人 税 等 17

未 払 消 費 税 等 74

繰 延 税 金 負 債 4

前 受 金 38

預 り 金 196

売 上 値 引 引 当 金 10

返 品 調 整 引 当 金 125

販 売 促 進 引 当 金 219

賞 与 引 当 金 150

そ の 他 9

固 定 負 債 6,182

長 期 借 入 金 3,000

リ ー ス 債 務 40

繰 延 税 金 負 債 6

退 職 給 付 引 当 金 2,821

資 産 除 去 債 務 26
そ の 他 288

負 債 合 計 13,902

純 資 産 の 部

株 主 資 本 15,143
資 本 金 1,868

資 本 剰 余 金 4,842

資 本 準 備 金 4,842

利 益 剰 余 金 11,466

利 益 準 備 金 24

そ の 他 利 益 剰 余 金 11,441

別 途 積 立 金 10,660

繰 越 利 益 剰 余 金 781

自 己 株 式 △3,033

評価・換算差額等 24

その他有価証券評価差額金 13
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 10

純 資 産 合 計 15,167

資 産 合 計 29,070 負 債 及 び 純 資 産 合 計 29,070

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

（平成28年３月１日から
平成29年２月28日まで）

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 30,906

売 上 原 価 14,658

売 上 総 利 益 16,248

返 品 調 整 引 当 金 戻 入 額 80

返 品 調 整 引 当 金 繰 入 額 125

差 引 売 上 総 利 益 16,202

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 16,691

営 業 損 失 488

営 業 外 収 益

受 取 利 息 13

受 取 家 賃 21

受 取 補 償 金 10

預 り 金 精 算 益 9

信 託 受 益 権 運 用 益 8

そ の 他 50 114

営 業 外 費 用

支 払 利 息 0

為 替 差 損 81

自 己 株 式 取 得 費 用 22

そ の 他 1 105

経 常 損 失 479

特 別 利 益

関 係 会 社 清 算 益 149 149

特 別 損 失

減 損 損 失 6,885

固 定 資 産 除 却 損 4

投 資 有 価 証 券 評 価 損 6

賃 貸 借 契 約 解 約 損 8 6,905

税 引 前 当 期 純 損 失 7,234

法人税、住民税及び事業税 11

法 人 税 等 調 整 額 57 68

当 期 純 損 失 7,303

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（平成28年３月１日から
平成29年２月28日まで）

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計

別途積立金
繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,868 4,842 4,842 24 10,660 8,134 18,818

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △49 △49

当 期 純 損 失 ( △ ） △7,303 △7,303

自 己 株 式 の 取 得

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － － － － △7,352 △7,352

当 期 末 残 高 1,868 4,842 4,842 24 10,660 781 11,466

株主資本 評価・換算差額等

純 資 産 合 計
自 己 株 式

株 主 資 本
合 計

その他有価証券
評 価 差 額 金

繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △385 25,144 4 △26 △22 25,122

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △49 △49

当 期 純 損 失 （ △ ） △7,303 △7,303

自 己 株 式 の 取 得 △2,648 △2,648 △2,648

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

9 37 46 46

当 期 変 動 額 合 計 △2,648 △10,000 9 37 46 △9,954

当 期 末 残 高 △3,033 15,143 13 10 24 15,167

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成29年４月18日

株 式 会 社 フ ェ リ シ モ

取 締 役 会　御 中

ＰｗＣあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 西 川 浩 司 

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社フェリシモ
の平成28年３月１日から平成29年２月28日までの連結会計年度の連結計算書
類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不
正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場か

ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国に
おいて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施
することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手する
ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び
適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも
のではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切
な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内
部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用
方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計
算書類の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと

判断している。
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監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、株式会社フェリシモ及び連結子会社から
なる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべて
の重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。
以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成29年４月18日

株 式 会 社 フ ェ リ シ モ

取 締 役 会　御 中

ＰｗＣあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 西 川 浩 司 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社フェ
リシモの平成28年３月１日から平成29年２月28日までの第52期事業年度の計
算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにあ
る。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附
属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を
整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場か

ら計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査
法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監
査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査

証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断によ
り、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその
附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検
討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと

判断している。
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監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附
属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、平成28年３月１日から平成29年２月28日までの第52期

事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法

及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項

に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制

（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用

の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表

明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部

監査部門その他内部統制所管部門と連携の上、重要な会議に出席し、

取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、

必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要

な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社

については、子会社の取締役と意思疎通及び情報の交換を図り、必要

に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している

かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況

について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監

査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」

（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理

基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している

旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細

書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別

注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い

たしました。
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認

めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容

及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま

せん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人ＰｗＣあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相

当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人ＰｗＣあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相

当であると認めます。

平成29年４月25日

株式会社フェリシモ　監査等委員会

常勤監査等
委 員 村　上　不二男 ㊞

監査等委員 小 林 公 司 ㊞

監査等委員 浅 田 恒 博 ㊞

監査等委員 藤 田 清 文 ㊞

（注）監査等委員 小林公司、浅田恒博及び藤田清文は会社法第２条第15号及
び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

 以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全

員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

　つきましては、取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、すべての取締役候補

者について適任であると判断しております。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 数

１
や

矢
 

　
ざき

崎
 

　
かず

和
 

　
ひこ

彦
(昭和30年７月10日生)

昭和53年４月　当社入社　事業本部長

昭和55年１月　取締役事業本部長

昭和59年４月　常務取締役マーケティング本部長

昭和60年４月　専務取締役マーケティング本部長

昭和61年４月　取締役副社長

昭和62年４月　代表取締役社長（現任）

平成26年３月　新事業開発本部長（現任）

299,140株

２
や

矢
ざき

崎
まさ

真
よし

理
(昭和57年６月７日生)

平成17年４月　京セラ株式会社入社

平成20年３月　当社入社

平成25年３月　事業企画部長兼社長室長

平成25年５月　取締役

平成26年３月　新事業開発本部事業企画部長

平成27年３月　経営企画室長

平成28年３月　ＣＦＶ事業統括本部長

平成28年５月　常務取締役（現任）

平成28年12月　ＣＦＶ事業統括本部長兼会員営業

部長

平成29年３月　クラスター統括本部長兼クラスタ

ーＭＣ本部長（現任）

175,456株
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 数

３
まつ

松
 

　
だ

田
 

　
かつ

克
 

　
じ

二
(昭和35年10月14日生)

昭和60年４月　当社入社

平成15年12月　執行役員販売企画本部長

平成16年６月　取締役（現任）販売企画本部長

平成17年３月　マーケティング本部販売企画部長

平成20年３月　マーケティング本部第２事業部長

平成22年３月　コーポレートスタイルデザイン本

部経営企画部長

平成23年５月　情報システム本部長

平成25年３月　フルフィルメント本部長（現任）

6,000株

４
まつ

松
もと

本
かず

和
こ

子
(昭和36年11月25日生)

昭和59年４月　当社入社

平成11年２月　商品開発統括本部ファッション部

長

平成14年２月　コレクション事業統括本部第４コ

レクション部長

平成16年３月　商品開発本部第２マーケティング

部長

平成17年３月　マーケティング本部第２事業部長

平成19年３月　執行役員マーケティング本部第２

事業部長

平成21年２月　執行役員マーケティング本部マー

ケティング推進部長

平成24年３月　執行役員マーケティング本部長

平成25年３月　執行役員経営企画室長

平成25年５月　取締役（現任）

平成26年３月　マーケティング本部長

平成27年３月　ＣＦＶ事業本部長

平成28年12月　ＣＦＶ事業本部長兼ファッション

事業部長

平成29年３月　クラスター開発本部長兼ファッシ

ョン事業部長（現任）

8,100株

（注）各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株

式報酬の額及び内容決定の件

　当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員（以下「対象

取締役等」という）の報酬は、基本報酬（金銭報酬）のみの構成でしたが、新

たに業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という）の導入をお願いするも

のであります。

　具体的には、新たな株式報酬として、対象取締役等に対して、３事業年度で

ある対象期間（当初は平成30年２月28日で終了する事業年度から平成32年２月

29日で終了する事業年度まで）（以下「対象期間」という）の 終事業年度に

おける当社個別（単体）営業利益目標の達成率等に応じて、対象期間において

500百万円を上限として当社普通株式を交付する旨のご承認をお願いするもの

であります。

　なお、上記の当初の対象期間終了後も、本総会で承認を受けた範囲内で、次

の３事業年度の期間を対象期間として、本制度の継続を当社取締役会において

承認する場合があります。

１．提案の理由及び当該報酬を相当とする理由

　当社は、対象取締役等の報酬と会社業績との連動性をより明確にし、中長期

的な業績向上、企業価値の増大へ対象取締役等の貢献意欲の増大と株主の皆さ

まとの利益共有を図り、もって株主重視の経営意識をより一層高めていくため

には、本制度の導入は妥当であると考えております。

　なお、本制度の対象となる取締役の員数は、第１号議案「取締役（監査等委

員である取締役を除く。）４名選任の件」が原案どおり承認可決されますと４

名になります。また、現在の執行役員の員数は１名であります。ただし、対象

期間中の就退任の状況により、対象取締役等の人数は変動することがあります。

２．本制度における報酬等の額及び内容等

（1）本制度の概要

　本制度は、対象取締役等に対して、対象期間の 終事業年度における当社

個別（単体）営業利益目標の達成率等に応じて当社普通株式を交付する業績

連動型の株式報酬制度です。対象取締役等への当社普通株式の交付は、対象

期間終了後に行います。
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　なお、本制度は会社業績指標の達成率等に応じて当社普通株式を交付する

ことから、本制度の導入時点では、株式を交付するか否か並びに株式を交付

することになる対象取締役等及び交付する株式数は確定しておりません。

（2）報酬金額の上限等

　当社は、下記（3）及び（4）の定めに従って、対象期間の 終事業年度に

おける当社個別（単体）営業利益目標の達成率等に応じて決定される交付株

式数を基礎として、対象取締役等に対して現物出資に供するための金銭報酬

債権を付与いたします。対象取締役等は、当社による株式の発行または自己

株式の処分に際して当該金銭報酬債権を現物出資することにより、下記（3）

及び（4）の定めに従って決定される数の当社普通株式を取得します。現物出

資に供するための金銭報酬債権の金額は、当社普通株式を引き受ける対象取

締役等に特に有利とならない範囲内で取締役会において決定いたします。ま

た、平成28年５月26日開催の第51期定時株主総会においてご承認いただきま

した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額（年額300百万

円以内）とは別枠で、当社が本制度に基づき対象取締役等に交付する現物出

資に供するための金銭報酬債権の金額の合計額は、対象期間において500百万

円を上限といたします。

　なお、上記報酬額には、従来どおり使用人分給与は含まないものといたし

ます。

（3）対象取締役等が取得する当社株式の数の算定方法及び上限

　対象取締役等毎に交付する株式数は、対象取締役等の役割・職務、対象期

間中の貢献度、当社個別（単体）営業利益目標の達成率等に基づいて、別途、

取締役会が定める算定方法により算出いたします。

　当社が対象取締役等に交付する当社普通株式の総数は、対象期間において

30万株を上限とします。ただし、当社の発行済株式の総数が、株式の併合、

株式の分割、株式無償割当て等によって増減した場合は、当該上限及び対象

取締役等に対する交付株式数は、その比率に応じて合理的に調整されます。

　また、上記に定める数の当社普通株式の交付を行うことにより、上記（2）

に定める金銭報酬債権の金額の上限または上記の交付株式総数の上限を超え

るおそれがある場合には、当該上限を超えない範囲で、各対象取締役等に対

して交付する株式数を按分比率等の合理的な方法により減少させます。
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（4）対象取締役等に対する当社普通株式の交付要件

　本制度においては、対象期間が終了し、以下（①～③）の当社普通株式の

交付要件を満たした場合に、対象取締役等に対して当社普通株式を交付しま

す。当社が当社普通株式を交付する際は、当社による株式発行または自己株

式の処分により行われ、当社普通株式を交付する対象取締役等及び交付する

株式数は、対象期間経過後の取締役会で決定します。

　①　対象期間中に当社対象取締役等として在任したこと

　②　一定の非違行為がなかったこと

　③　その他株式報酬制度としての趣旨を達成するために必要であると取締役

会が定める要件

  なお、対象取締役等が対象期間中に退任する場合においては、対象期間に

おける退任時までの在任期間に応じて合理的に按分した数の当社普通株式を

交付します。また、対象期間中に新たに就任した対象取締役等についても、

在任期間に応じて合理的に按分した数の当社普通株式を交付します。

（注）当社の監査等委員会は、当社の中長期的な業績向上及び企業価値の増大等

の観点から、本議案は適切であると判断しております。

以　上
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メ　　モ



株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：神戸市須磨区弥栄台二丁目７番地

エスパスフェリシモホール

Tel（078）325－5555

（駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。）

○神戸市営地下鉄
　「総合運動公園」駅下車
改札を出て左側へ…徒歩約１分

○新幹線でお越しの場合
「新神戸」駅で乗り換え、神戸市営地下鉄で約23分

○京都・大阪方面よりお越しの場合
ＪＲ「三ノ宮」駅または、阪急・阪神電車の「神戸三宮」駅で乗り換え、神
戸市営地下鉄で約21分


